
様式１

1 　就業規則作成の有無

　

2 　所定労働時間について

1日 1週

3 　変形労働時間制等について

　この自主点検は、使用者が事業場における労働時間等設定改善関係法令等の遵守状況を自ら点検し、その把握した問題点に応じ、自主的な改善を図るためのものです。
　なお、点検の結果は、「労働時間等設置改善に関する自主点検結果表」にご記入ください。

労働時間等設定改善自主点検表

①　所定労働時間数

就業規則を作成している 就業規則を作成していない

1 2

点　　検　　項　　目

　常時１０人以上の労働者（パートタイム労働者を含む。）を使用する

事業場では、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長へ届け出なけれ

ばなりません。　　　　　　（労基法第８９条） ＊就業規則の効力発生要件は、内容を周知することになります。

　就業規則（労働時間、休日、休憩、休暇、賃金の定め方及び支払方

法、退職（解雇の事由を含む。）等労働条件の具体的細目を定めた規

則）を作成していますか。

　また、就業規則の内容が実際の勤務の状況に合っていますか。

Ⅰ　所定労働時間等について

事業場外のみなし

労働時間制

5

　設定改善委員会の要件は以下のとおり

　　①　委員の半数が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、そのような労働組合がない場合において

　　　は労働者の過半数を代表する者（以下「過半数労働者」という）の推薦に基づき指名されていること。（設定改善法第7条第1項）

　　②　過半数労働者は、労基法第41条第2号に規定する管理監督者以外の者で、かつ、委員会の委員を推薦する者を選出することを明

　　　らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であること（設定改善法施行規則第1条）

　　③　委員会の開催の都度議事録が作成され、３年間保存されていること（設定改善法第7条第1項）

　　④　委員の任期、委員会の招集、定足数、議事録等を内容とする運営規定が定められていること（設定改善法施行規則第3条）

　　決議は委員の5分の４以上の多数によらなければならないものですが、この「５分の４以上の多数」とは、会議への出席の如何を問わ

　ず、当該労働時間等設定改善委員会の全員の５分の４以上の多数を意味します。

時間　　　　分 時間　　　　分

76

1 2

１年単位の変形労働時間制 フレックスタイム制
１週間単位の

変形労働時間制

1 2 3

　＊法定の要件を満たしている労働時間等設定改善委員会を設置している場合は、その決議において、労基法の適用の特例が認められてい

　　ます。労基法の特例は、

　　　①労働時間等設定改善委員会の決議が労基法上の労使協定に代替できる

　　　②決議の所轄労働基準監督署長への届出が免除される

　の２つがあります。

　　①により労基法上の労使協定に代替できる決議は、以下のとおり

　　　・１か月単位の変形労働時間制　・フレックスタイム制　・１年単位の変形労働時間制　・１週間単位の非定型的変形労働時間制

　　　・一斉休憩の原則の例外　・時間外及び休日労働　・事業場外のみなし労働時間制　・専門業務型裁量労働制

　　　・年次有給休暇の計画的付与

　　②により、時間外及び休日労働の協定以外は、当該決議の所轄労働基準監督署長への届出が免除されます。

専門業務型裁量労働制 企画業務型裁量労働制

　フレックスタイム制を採用している場合に、労使協定を締結し、次の

法定事項が定められていますか。

　①　労働者の適用範囲

　②　清算期間

　③　清算期間における総労働時間

　④　標準となる1日の労働時間

　⑤　労働者が労働しなければならない時間帯（コアタイ

　　ム）を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の

　　時刻

　⑥　労働者が選択による労働することができる時間帯

　　（フレキシブルタイム）に制限を設ける場合には、

　　その時間帯の開始及び終了の時刻

　１年単位の変形労働時間制を採用している場合に、労使協定を締結

し、所轄労働基準監督署長へ届け出ていますか。

　１年単位の変形労働時間制を採る場合には、法定事項を定めた労使協

定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。

　         （労基法第３２条の４、第３２条の４の２）

　１ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合に、就業規則等で次

の法定事項が定められていますか。

　①　各日の始業・終業時刻、休憩時間

　②　所定休日

　③　変形期間の起算日

　また、労使協定による場合には、その労使協定に上記②，③のほか、

法定事項である各日・各週の労働時間、変形期間、協定の有効期間が定

められていますか。

　１ヶ月単位の変形労働時間制を採る場合には、就業規則等に定め、又

は、過半数代表者等と労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届

出が必要です。

　　　　　　　　　　　　　（労基法第３２条の２）

１ヶ月単位の

変形労働時間制

4

変形労働時間制等を導入

していない

変形労働時間制等を導入

している

①　変形労働時間制等を導入していますか

　　（該当するものすべての番号を記入してください。）

②　【①で２と回答した場合のみお答え下さい。】以下の変形労働時間制等のうち導入している制度等はどれですか。

 

 
 
 
 
 
 
 



4 　３６協定の届け出について

5 　所定休日について

　

　 ②　年間の所定休日日数（年次有給休暇を除き休暇を含む）

6ー1 　年次有給休暇について

　年次有給休暇について、どのように取り扱っていますか。

　

表１

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

10 11 12 14 16 18 20

表２

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

① 7 8 9 10 12 13 15

② 5 6 6 8 9 10 11

③ 3 4 4 5 6 6 7

④ 1 2 2 2 3 3 3

　労働者に法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における
休日労働を行わせる場合には、36協定を締結し、所轄おる同基準監
督署長への届出が必要です。　　　　　     （労基法第36条）

　

点　検　項　目

　法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働
を行わせる場合に、時間外労働、休日労働に関する協定（36協定）
を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ていますか。

３６協定を届け出ている ３６協定を届け出ていない

1 2

Ⅰ　所定労働時間等について

4

点　検　の　結　果

①　主な週休制の形態（注１）

週休1日制又は
週休1日半制

完全週休２日制より
休日日数が実質的に
少ない制度（注２）

完全週休２日制

何らかの週休２日制
完全週休２日制より
休日日数が実質的に

多い制度（注３）

1

 年間　　　　　　日 

2 3

　６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者については
１０労働日、以降１年ごとに右欄の表１により年次有給休暇を与えなけ
ればなりません。（週所定労働時間が３０時間未満の労働者には表２が
適用となります。）
　また、年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければなりませ
ん。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季に与えること
ができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（労基法第３９条）

（注１）：「主な週休制」とは、事業場において最も多くの労働者
       　　　に適用させる週休制をいう。

（注２）：月3回、隔週、月2回、月1日の週休2日制などをいう。

（注３）：何らかの週休３日制などをいう。

〈注〉①：週所定労働日数が４日又は１年間の所定労働日数が１６９～２１６日の場合
　　　②：週所定労働日数が３日又は１年間の所定労働日数が１２１～１６８日の場合
　　　③：週所定労働日数が２日又は１年間の所定労働日数が７３～１２０日の場合
　　　④：週所定労働日数が１日又は１年間の所定労働日数が４８～７２日の場合

法定どおりの年次有給休
暇を与えている

法定を上回る日数の年次
有給休暇を与えている

年次有給休暇はあるが、
付与日数が法定を下回っ
ている

年次有給休暇がない

1 2 3 4

（３、４については改善が必要です。）

勤続年数

付与日数

勤続年数

付
与
日
数

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6ー2 　年次有給休暇の計画的付与について 　①

　

6ー３ 　年次有給休暇の時間単位の付与について

7 　その他の休暇制度の有無

1 有 2 無 1 有 2 無

1 有 2 無 1 有 2 無

1 有 2 無 1 有 2 無

1 有 2 無 1 有 2 無

1 有 2 無 1 有 2 無

1 有 2 無 1 有 2 無

1 有 2 無 1 有 2 無

1 有 2 無

1 有 2 無

⑧　子・家族の看護休暇

⑩　連続休暇

⑫　ボランティア休暇

⑭　犯罪被害者休暇

（有れば具体的に結果表に記入願います。）

　労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日

数のうち、5日を超えた部分となります。

　例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5

日までを計画的付与の対象とすることができます。

　年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇のうち、5

日を超える部分については、労使協定を締結すれば、計画的に休

暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。

　年次有給休暇の計画的付与は、従業員が病気その他の個人的事

由による取得ができるように指定した時季に与えられる日数を留

保しておく必要があるため、年次有給休暇の付与日数すべてにつ

いて認められているわけではありません。

　

④　慶弔休暇制度

⑥　年末・年始の休暇

労使協定を締結してい

ないが、時間単位の年

次有給休暇を付与して

いる

1 2

　時間単位の年次有給休暇の制度を導入していますか。

　また、時間単位の年次有給休暇の制度を導入している場合には

労使協定を締結していますか。

　労働者に、年次有給休暇を時間単位で付与する場合には、労使

協定を締結しなければなりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　（労基法第39条）

※平成22年４月１日より、労使協定により年次有給休暇

　について５日の範囲内で時間を単位として与えること

　ができるようになりました。

時間単位の年次有給休

暇の制度を設けていな

い

②　介護休業制度の有無

時間単位の年次有給休暇制度を設けている

　

点　検　項　目 点　検　の　結　果

1 2 43

班・グループ別の交替

制付与

年次有給休暇取得計画

表による個人別付与

計画的付与制度を導入

していない 企業若しくは事業場全

体の一斉付与

計画的付与制度を導入している

Ⅰ　所定労働時間等について

　年次有給休暇の計画的付与制度については、以下のような方法の中から企業、事業場の実態に応

じた方法を選択することになります。

　①企業若しくは事業場全体の一斉付与方式：企業、事業場全体を一斉に休みにでき

　　る、もしくは一斉に休みにした方が効率的な業態については、全従業員に対して同

　　一の日に年次有給休暇を与えるという一斉付与方式の導入が考えられます。製造部

　　門など、操業をストップさせて全従業員を休ませることのできる事業場などでは、

　　このような活用方法が取られることが多いようです。

　②班・グループ別の交替制付与方式：企業・事業場で一斉に休みを取ることが難しい

　　業態については、班・グループ別に交代で年次有給休暇を付与する方式の導入が考

　　えられます。流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企 業、事業場で

　　は、このような活用方法がと取られることが多くなっています。

　③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式：年次有給休暇の計画的付与制度

　　は、個人別に導入することができます。夏季、年末年始、ゴールデンウィークのほ

　　か、誕生日や結婚記念日など従業員の個人的な記念日を優先的に充てるケースも多

　　いようです。

労使協定を締結し、時

間単位の年次有給休暇

を付与している

3

①　育児休業制度の有無

③　病気休暇制度の有無

⑤　夏季休暇（盆休暇）

⑨　記念日休暇（誕生日等）

⑪　リフレッシュ休暇

⑬　裁判員休暇

⑮　単身赴任者休暇

⑯　その他

⑦　自己啓発休暇

 
 
 
 
 
 



１ー１ 　労働時間の管理について

１ー２ 　労働時間数について

１ー３ 　時間外労働の削減について

　

　
２ー１ 　実休日について

２ー２ 　休日の確保に向けた環境整備について

2

点　検　の　結　果

3

把　握　し　て　い　る

週

－

　事業場の労働者の休日取得状況について（年次有給休暇等の休暇を含む）

　時間外労働を効果的に減らす方策の一つとして、一定の曜日や
週を「ノー残業デー」又は「ノー残業ウイーク」として、その曜
日・週には残業は行わないというルールを作ることが考えられま
す。
　「ノー残業デー」又は「ノー残業ウイーク」を定めたら、ポス
ターの掲示、機関誌等でのＰＲ等により、社内に十分広報し、実
効のあるものとなるよう徹底していく必要があります。この場
合、業務のしわ寄せがその他の曜日・週に回ることがないように
注意しなければなりません。

行っている

1

点　検　項　目

現在は把握していない
が、把握する予定である使用者が、自ら現認する

ことにより確認し、記録
している

タイムカード、ICカード
等の客観的な記録を基礎
として確認し、記録して
いる

自己申告制により始業・
終業時刻の確認及び記録
をしている

　家庭生活への影響や健康の維持、回復を図る観点から、休日を
きちんと確保していくことが大切です。そこで所定外労働や休日
労働を行った場合は、それに応じた代休を与えるといった代休制
度を導入することが望まれます。休日労働は行わないというのが
原則ですが、労使双方が十分に話し合い回数制限などの取組を行
いつつ、やむを得ない場合は、他の労働者以上の負担を追うこと
となるため、配慮が必要です。
　振替を行う場合においても、育児や介護等の調整を図る必要が
出てくることから十分な時間的余裕を持たせるようにしましょ
う。
　さらに、休日の振り替え等を行う際には1週間に1回も休日が取
れていないということがないよう気をつけてください。

行っている 行う予定である

1 2

（２、３については、休日の確保に向けての環境整備を図ってください。）

行う予定はない

3

2 3

行う予定はない

最も長い労働者 　時間　　　分

（２、３については、時間外労働の削減に向けての環境整備を行ってください。

5

（４、５については労働時間を適正に把握するための管理体制の改善を図ってください。）

4

過去1年間における総実労働時間数（時間外・休日労働を含む）

行う予定である

把握していない
労働時間がどのくらい行われているのかきちんと把握する必要が
あります。労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
に関する基準（平成13年4月6日付け基発第339号）を参考とし
て、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録するよ
う努めてください。

Ⅱ　労働時間等の実態について

1

最も少ない労働者

月

日

日

年

日

日

平均的な労働者

年

　時間　　　分

　時間　　　分

平均的な労働者

月

－

　時間　　　分

 
 
 



３ー１ 　年次有給休暇の取得日数等について   

３ー２ 　年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備について

1 　定期健康診断について

 （２、４、５については改善が必要です。）

【参考】深夜業務従事者の自発的健康診断について

Ⅲ　健康確保について

　健康の維持、回復を図る観点から年次有給休暇の取得をしやす
い環境を整備することが大切です。
　そのためには、企業トップによる社内への呼びかけ、管理監督
者が率先して休暇を取得すること、労働組合による企業、組合へ
の働きかけ等が行われることが必要です。
　また、職場の上司や同僚に気兼ねすることなく年次有給休暇を
取得するためには職場で個人別年次有給休暇取得計画表の作成、
年次有給休暇の完全取得を前提とした業務体制の整備、労使によ
る取得状況のチェックとフォローアップ等の「年次有給休暇取得
システム」を確立することが重要です。

１　過去１年（年度）中に取得資格のある労働者数 人

3

行う予定である

＊②の１の対象にならなかった者は②の２，３の日数から除く。

　②の２には繰越日数を除くが、②の３には繰越日数も含める。

　年次有給休暇取得率＝②の３／②の２×１００％

（２、３については、年次有給休暇の取得促進に向けての環境整備を図ってください。）

日

日

1 2

行っている

5

３　年間延べ取得（消化）日数

４　事業場の年次有給休暇の取得率 ％

行う予定はない

　

点　検　項　目

①　年次有給休暇の取得日数について

日

２　年間延べ付与日数（繰越日数を除く。）

点　検　の　結　果

②　事業場の年次有給休暇取得率について

年

日平均的な労働者

最も少ない労働者

Ⅱ　労働時間等の実態について

　常時使用する労働者に対し、毎年１回以上、定期健康診断を
行っていますか。
　また、深夜業務従事者に対しては、年２回（半年以内ごとに１
回）健康診断を行っていますか。

　　昨年（年度）１年間における年次有給休暇について計算して下さい。

※深夜業に従事する労働者が自己の健康に不安を感じ、次回の定期の健康診断を待てない場合に、労働者は自ら健康診断を受診し、そ
の結果を事業者に提出することができます。事業者は、提出された健康診断の結果について、法定の健康診断と同様に医師からの意見
を聴き、必要があると認める場合には労働者の健康保持のため適切な措置を講じなければなりません。

※事業者がこの自発的健康診断の結果をもって、深夜業従事者に対する年２回（半年以内ごとに１回）の定期健康診断の実施に代える
ことはできません。事業者は、年２回の健康診断を確実に実施するようにしてください。

※なお、深夜業とは、午後10時から翌日の午前5時までの間における業務をいいます。勤務時間の一部でも午後１０時から午前５時ま
での時間帯にかかる場合は「深夜の業務」に該当します。

  常時使用する労働者に対し、１年以内ごとに1回、定期に、医
師による健康診断を実施する必要があります。
 （労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）第６６条第１
項、労働安全衛生規則（以下「安衛則」という。)第４４条第１
項）
　
　深夜業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置
替えの際、及び６月以内ごとに１回、定期に、医師による健康診
断を実施する必要があります。
（安衛法第６６条第１項、安衛則第４５条第１項）

年１回以上
実施している

年によっては実施していな
い年がある、または全く実
施していない者がいる

深夜業務従事者の場合

年２回実施している

1 2

年１回実施している
全く実施していない

者がいる

3 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 　面接指導について

※　常時５０人未満の労働者を使用する事業場も平
成２０年４月から義務化されています。

 

②　面接指導を実施している場合、過去1年間において面接指導を行った人数は何人ですか。

3 　衛生委員会、安全衛生委員会について

　衛生委員会又は安全衛生委員会を設置していま
すか。

Ⅲ　健康確保について

　

点　検　項　目

　常時５０人以上の労働者を使用する使用者は、労
働者の健康障害を防止するための基本となるべき対
策等を調査審議し、事業者に対し意見を述べさせる
ため、衛生委員会を設けなければなりません。
（安衛法第１８条、安衛法施行令第９条）
  そして、同委員会においては、医師による面接指
導の対象者の範囲、実施方法等の長時間労働による
健康障害の防止対策のほか、健康診断の結果に対す
る対策やメンタルヘルス対策についても調査審議を
行う必要があります。

点　検　の　結　果

　週４０時間を超える労働が１月当たり１００時間
を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労
働者の申出を受けて医師による面接指導を行わなけ
ればなりません。　　　　（安衛法第６６条の８）
　また、医師による面接指導を行った場合、その結
果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必
要な措置について、医師から意見を聴く必要があり
ます。
　　（安衛法第６６条の８、安衛則第５２条の４）
  さらに医師の意見を勘案し、その必要があると認
めるときは、当該労働者の実情を考慮して、労働時
間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる必
要があります。　　　　（安衛法第６６条の８）
　なお、医師による面接指導を実施するに当たって
は、労働者が労働時間数を確認できる仕組みの整
備、申出様式の作成、申出窓口の設定などの措置を
講じるとともに、労働者が申出を行いやすくする観
点に立ってその周知徹底を図ることが必要です。ま
た、適切に面接指導を実施するため、衛生委員会等
において、実施方法等について調査審議を行うこと
が必要です。

2

（２、３については改善が必要です。）

  週４０時間を超える労働が１月当たり１００時間
を超える労働者であって申出のあった者に対して医
師による面接指導を実施していますか。また、面接
指導を実施した場合、その結果に基づき医師の意見
を聴いていますか。

①

人

医師の意見を聞いている

面接指導を実施している

医師の意見を聴いていない

1

面接指導を実施していない

3

（４については改善が必要です。）

※　ここでいう長時間労働とは、週４０時間を超える労働が１月当たり４５時間を超えることをいいます。

常時使用する労働者は
50人未満である

1

常時使用する労働者が50人以上いる

衛生委員会を設置している

長時間労働による健康障害
の防止対策について調査審
議している。

長時間労働を行う予定は
ない

2 3

衛生委員会を設置してい
ない

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ①

（２、３については労使の話合いの機会の整備を行ってください。）

②

2 　業務体制の改善について

3

（２、３については業務体制の改善を図ってください。）

　仕事にムダやムラが生じるような業務体制は思い切って見直し
ていくことが求められます。本当に必要な業務だけをやるように
し、特定の人に集中している仕事をできるだけほかの人に分担さ
せるようにすることが大切です。業務ごとに必要な人員をきちん
と確保し、残業や休日出勤をしなくても業務が処理できるような
体制をとっていくことが望まれます。

　労使の話合いの機会の整備について

　時間外労働の削減や年次有給休暇の取得率の促進は、労使のい
ずれか一方だけが取組んでもなかなか進むものではありません。
これらを進めるには何をすべきか労使で良く話し合うことが必要
です。こうした観点から、労使一体となった委員会を設け、残業
の削減や年次有給休暇取得率向上に向けた目標の設置、具体策の
検討及び実施、実態把握などの取組を行い、労使が一体となって
目標管理を行い、主体性を持って取り組む体制を整備することが
望まれます。

　事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働
者を代表する者を構成員とし、労働時間等の設定の改善を図るた
めの措置その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議
し、事業主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業場を
通じて一の又は事業場ごとの委員会を設置する等労働時間等の設
定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなけ
ればならない。
（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（以下「設定改善
法」という。）第６条）

設定改善委員会
衛生委員会又は安全衛生
委員会を活用している

1 2

　【１の①で１と回答した場合のみ回答願います。】その労使の話合いの機会はどのようなものですか。

改善を図った 改善を図る予定である

1 2

労使の推進者を選任して
その者から意見を聴く

4

改善を図る予定はない

　

点　　検　　項　　目

労使の話合いの機会を整
備している

今後、労使の話合いの機
会を整備する予定である

1 2

3

今後、労使の話合いの機
会を整備する予定はない

3

Ⅳ　その他

点　検　の　結　果

5

労働組合との定期協議の
実施

労使懇談会の開催

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅰ　所定労働時間等について

1日

② 年間

①　育児休業制度

④　慶弔休暇制度

⑦　自己啓発休暇

⑩　連続休暇

⑬　裁判員休暇

⑥　年末・年始の休暇

⑧　子・家族の看護休暇

６－３　年次有給休暇の時間単位の付
　　　与について

１　、　２　　、　３　　（該当する番号に○を付してください。）

６－２　年次有給休暇の計画的付与に
　　　ついて

３　変形労働時間制等について

４　36協定の届出について 1　、　２　　（該当する番号に○を付してください。）

５　所定休日について

①　１　、　２　　、　３　　、　４　　（該当する番号に○を付してください。）

日

６－１　年次有給休暇について １　、　２　　、　３　　、　４　　（該当する番号に○を付してください。）

１　、　２　　、　３　　、　４　　（該当する番号に○を付してください。）

⑨　記念日休暇（誕生日等）

〒　　－

　　　　　　　　電話　　　　（　　　）
　　　　　　　　FAX  　　　（　　　）

代 表 者 職 氏 名

回 答 （ 点 検 ） 者 職 氏 名

１　、　２　　（該当する番号に○を付してください。）

1週　時間　　　分 　時間　　　分

①　１　、　２　　（該当する番号に○を付してください。）

事 業 場 の 名 称

（作成年月日：平成　　　年　　　月　　　日）

事 業 の 種 類

労働時間等設定改善に関する自主点検結果表

【提出用】1枚目

②　（複数回答）　１　、　２　、　３　、　４　、　５　、　６　、　７

　本個票を行政目的以外に使用することはありません。
　
　＊「労働者数」欄の人数は、パートタイム労働者、派遣労働者を使用している場合、その人数を内数として記入して下さい（なお、「パートタイム
　労働者」とは、通常の労働者より週所定労働時間数が短い方をいいます。）。
　　自主点検表の結果について、別添の「労働時間等設定改善自主点検表」の「点検の結果」欄の該当番号を下表の「点検結果」欄に、改善を予定し
　ている場合には改善予定日を「改善の予定時期」欄にそれぞれ記入の上、報告して下さい。
　　なお、別添の「労働時間等設定改善自主点検表」を提出していただく必要はありません。
　

１　就業規則作成の有無

２　所定労働時間について

点　検　結　果
（該当する番号に○を付す若しくは該当する欄に数字等を記入してください。）

点　　検　　項　　目

事業場 計 人（男 人、女 人）
（ う ち パ ー ト タ イ ム 労 働 者 人 、 派 遣 労 働 者 人 ）

う ち 労 働 者 の 年 代 10 ～ 20 代 ： 人 、 30 代 ： 人 、
40代： 人、50代： 人、60代以上： 人

企業全体　計　　　　　人

所 在 地

労働者数

⑪　リフレッシュ休暇 ⑫　ボランティア休暇

⑭　犯罪被害者休暇 ⑮　単身赴任者休暇

⑯　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（次ページへつづく。）

7　その他の休暇制度の有無

以下の制度があれば、該当する番号に○を付してください。

②　介護休業制度 ③　病気休暇制度

⑤　夏季休暇（盆休暇）



Ⅱ　労働時間等の実態について

①

②

②

2 　業務体制の改善について

平均的な労働者

最も少ないと思われる労働者

月

日

日

年

日

Ⅲ　健康確保について

１　定期健康診断について １　、　２　　、　３　　、　４　、　５　（該当する番号に○を付してください。）

１　、　２　　、　３　　（該当する番号に○を付してください。）

①　１　、　２　　、　３　　（該当する番号に○を付してください。）

人

日

日

％

日

１　過去1年（年度）中に取得資格のある労働者数

２　年間延べ付与日数（繰越日数を除く。）

【提出用】2枚目

労働時間等設定改善に関する自主点検結果表

点　　検　　項　　目
点　検　結　果

（該当する番号に○を付す若しくは該当する欄に数字等を記入してください。）

時間　　　分

週 月 年

平均的な労働者

１－３　時間外労働の削減について １　、　２　　、　３　　（該当する番号に○を付してください。）

１－２　労働時間数について

最も長い労働者

－ －

１－１　労働時間の管理について １　、　２　　、　３　　、　４　、　５　（該当する番号に○を付してください。）

２－２　休日の確保に向けた環境整備
　　　について

人
２　面接指導について

２－１　実休日について

時間　　　分 時間　　　分 時間　　　分

３－２　年次有給休暇の取得促進に向
　　　けた環境整備について

１　、　２　　、　３　　（該当する番号に○を付してください。）

平均的な労働者

最も少ないと思われる労働者

年

日

日

１　、　２　　、　３　　（該当する番号に○を付してください。）

②　１　、　２　　、　３　　、　４　、　５　（該当する番号に○を付してください。）

３－１　年次有給休暇の取得日数等に
　　　ついて

茨城労働局　労働基準部　監督課　　　　電話０２９－２２４－６２１４　【担当】山口、荒川、三浦

３　衛生委員会、安全衛生委員会について １　、　２　　、　３　　、　４　（該当する番号に○を付してください。）

Ⅳ　その他

①　１　、　２　　、　３　　（該当する番号に○を付してください。）

１　本自主点検に関する改善方法について、労働時間管理・労務管理に専門的知識を有する『働き方・休み方改善コンサルタント』
へ
　の相談が可能です（＊希望された事業場に訪問して、無料で相談に応じます。）。

２　「労働時間等の設定の改善」（注）を含めた仕事と生活の調和の実現に向けた取組は、
　・少子化の流れを変え、人口減少下でも多様な人材が仕事に就けるようにし、社会を持続可能で確かなものとするために必要な取
　　組であるとともに、
　・企業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確保・育成・定着の可能性を高めるものであり、経営者自らが主導して、職場風
　　土改革のための意識改革等に努めることが重要です。『働き方・休み方改善コンサルタント』はこのような企業の取組の相談や
ア
　　ドバイスを行わせていただきますので、是非ご活用ください。（以下の①～③のいずれかに○印をお願いたします。

　『働き方・休み方改善コンサルタント』への無料相談を　　　　①　希望する　②　予定が合えば、考えたい　③　希望しない

（注）「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、休日数及び年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項につい
　　　て労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応したものへと改善することをいいます。

1　労使の話合いの機会の整備について

３　年間延べ取得（消化）日数

４　事業場の年次有給休暇の取得率




